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９ 生活文化局 悪質事業者等から都民を守る対策の強化 

事
業
概
要 

平成 22 年度の都内消費生活相談件数は 125,706 件と前年度より 2,448 件減少して
いる一方で、60 歳以上の相談は約３万５千件と過去最多となっている。 
こうした現状に的確に対応するため、不適正取引行為を行う事業者に対して厳正か
つ迅速な処分及び行政指導を実施し、都民の消費者被害の拡大防止に取組んでいる。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

 
○悪質事業者の取締り体制等の強化 
不適正な取引行為を行っている事業者に注意指導を実施するほか、不適正内容が悪
質若しくは改善されない場合は直ちに処分とする警告指導を実施している。 
 また、警視庁ＯＢ職員を配置する等、警察捜査ノウハウを活用し、悪質事業者に対
する行政処分等を行っている。 
○被害が拡大している取引類型の迅速な察知、緊急調査の実施 
特定の分野に被害が拡大しているなど、緊急に措置すべき業態に対して集中的に 
複数の事業者を対象に調査を実施し、事業者指導・行政処分等を行っている。 
○国、他府県との連携による広域的な指導、処分の実施 
消費者庁や経済産業省関東経済産業局と連携し、緊密な情報交換を実施している。 
また、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県の五都県では広域的に事業展
開する悪質事業者に対応するため、「五都県悪質事業者対策会議」を設置し、情報交
換や同時行政処分、合同指導を実施している。 
このほか、他府県とも合同立入調査のうえ、同時行政処分を実施している。 
○行政処分に協力した消費者に対する「支援プログラム」 
 行政処分の根拠となる不適正取引に関する証言等を行った消費者に対し、事業者等
が訴訟等を起こすなどした場合に、「支援プログラム」（平成 21 年４月設置）により、
消費者を支援する仕組みを設けている。 
○東日本大震災に便乗した悪質事業者に対する監視を強化し、迅速かつ適正に対処
する。 
■不適正取引事業者の処分実績 

 平成 19年 平成 20 年 平成２1年 平成２2年 
件 数 47 件 30 件 38 件 36 件 

 
○高齢者の消費者被害防止対策 
(１)相談体制の強化（専用相談電話の設置、高齢者相談マニュアルの作成及び区市町
村への提供） 
(２)見守りのための地域のしくみづくりの推進（区市町村、関係機関等へしくみづく
りガイドライン及び被害防止リーフレットを配布） 
 



現
在
の
進
行
状
況 

 
平成 23 年度の状況(４～９月)の状況 
○処分及び指導等 
平成 23 年度の行政処分は４件（９月末現在。事例は下記のとおり）である。 
また、警告指導、注意指導等を実施している。 
※  処分事業者の事業内容 
・特定商取引法に基づくもの 
学習教材販売事業者、絵画等展覧会出品・書籍等掲載サービス提供事業者（２件）、
排水管洗浄・床下害虫駆除提供事業者 
・消費生活条例に基づくもの 
９月末現在までのところなし。 

 
○高齢者の消費者被害防止対策 
 ・相談体制の充実や地域における見守りのしくみづくりの推進の継続 
・福祉保健局を通した区市町村福祉部門への被害防止のための印刷物や出前講座の
活用等に関する積極的な情報提供 
・介護事業者向け出前講座等で被害防止リーフレットを活用 
 

今
後
の
見
通
し 

 
○引き続き警視庁、国、道府県等関係機関と協力しながら悪質事業者の取締りを積極
的に実施していく。 
○高齢者被害が深刻な現状を踏まえ、さらに普及啓発等を充実させるとともに、 
地域の見守りのしくみが十分活かされるよう区市町村、関係機関等と一層連携を図っ
ていく。 
 

問い合わせ先 生活文化局 消費生活部 企画調整課 電話 03-5388-3069 

 


